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令和７年度普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第５６回） 

議 事 録 

 

件  名：令和７年度普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第５６回） 

日  時：令和７年１０月２８日（火）１３：３０～：１５：５０ 

場  所：パシフィックホテル沖縄（Ｗｅｂ会議併用） 

委  員：中村委員長、荒井委員、池田委員、奥山委員、五箇委員、塩田委員、仲田委員、

服田委員、安田委員、矢吹委員 

議  事：１．開会 

２．議事 

① サンゴ類の生息状況等について 資料１ 

② サンゴ類の実行可能な環境保全措置について 資料２ 

③ 海草藻場の生育範囲拡大について 資料３ 

④ 工事の実施状況等について 資料４ 

・ジュゴンの生息状況等について 

・工事中における水の濁りについて 

・今後の濁り監視の対応について 

・今後の工事の実施内容について 

３．閉会 

 

配付資料：議事次第 

資料１：サンゴ類の生息状況等について 

資料２：サンゴ類の実行可能な環境保全措置について 

資料３：海草藻場の生育範囲拡大について 

資料４：工事の実施状況等について 
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【開会】 

事務局より開会を宣言 

 

【事業者挨拶】 

井山沖縄防衛局次長より挨拶 

 

委員長： 

委員長の中村です。 

それでは、議事次第の１つ目の議事のサンゴ類の生息状況等について、事務局より説明を

お願い致します。 

 

【議事①：サンゴ類の生息状況等について】 

事務局： 

資料１のサンゴ類の生息状況等について説明致します。 

２ページは、サンゴ類の移植・移築後モニタリングの進捗状況です。現在までに、移植元

ＩＪＰＫ地区の小型サンゴ類は、移植直後から移植３年後までのモニタリングを終了してい

ます。また、移植元ＤＥＮＨ地区の小型サンゴ類の第１期は、移植直後から移植１２ヶ月後

の、第２期は、移植直後から移植９ヶ月後の、ショウガサンゴは、移植直後から移植１２ヶ

月後の、大型サンゴ類の第１期は、移築直後から移築１２ヶ月後の、第２期は、移築直後か

ら移築９ヶ月後のモニタリングを実施しています。さらに、令和７年９月から現地において

白化群体の増加を確認したことから、移植・移築先における生息環境の把握等のため、令和

７年１０月に臨時調査を実施しています。 

今回は、移植元ＤＥＮＨ地区の小型サンゴ類の第１期の移植１２ヶ月後、第２期の移植６

ヶ月後、大型サンゴ類の第２期の移築６ヶ月後のモニタリング結果を報告致します。 

３ページは、Ｓ４地区の小型サンゴ類第１期の移植後モニタリング結果を示しています。

モニタリング対象群体は、岩盤を主体とする底質環境にあり、移植直後から移植１２ヶ月後

にかけて、サンゴ類の生息に影響を及ぼすような砂礫や浮泥の堆積、食害生物等の大量出現

は確認されていません。成長状況計測対象としたサンゴ類の被度については、移植直後と比

較して、移植したサンゴ類及び元々生息していたサンゴ類で、ともに約２ポイントの減少を

確認しています。種類数は、移植直後と比較して、移植したサンゴ類で３種類、元々生息し

ていたサンゴ類で４種類の減少を確認しています。群体数は、移植直後と比較して、移植し

たサンゴ類で約２５％、元々生息していたサンゴ類で約２１％の減少を確認しています。 

４ページは、Ｓ４地区の小型サンゴ類第１期の移植先の生物生息状況を示しています。魚

類の種数・個体数は、移植前の移植元に比べ増加しています。大型底生生物の種数・個体数

は、移植前の移植元に比べ増加しています。移植先における魚類・大型底生生物の種数・個

体数の推移は、下の各グラフのとおりです。このように、魚類・大型底生生物の種数・個体数

は、移植前の移植元と比較して著しい減少は確認されず、移植先の生物生息状況が良好に維

持されていると考えられます。また、底質環境については、移植前から移植１２ヶ月後まで
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変化は確認されず、安定しています。 

５ページは、Ｓ４地区の小型サンゴ類第２期の移植後モニタリング結果を示しています。

モニタリング対象群体は、岩盤を主体とする底質環境にあり、移植直後から移植６ヶ月後に

かけて、サンゴ類の生息に影響を及ぼすような砂礫や浮泥の堆積、食害生物等の大量出現は

確認されていません。成長状況計測対象としたサンゴ類の被度については、移植直後と比較

して、移植したサンゴ類で約３ポイント、元々生息していたサンゴ類で約１ポイントの減少

を確認しています。種類数は、移植直後と比較して、移植したサンゴ類及び元々生息してい

たサンゴ類で、ともに１種類の減少を確認しています。群体数は、移植直後と比較して、移

植したサンゴ類で約１６％の減少を確認しており、そのうち約９％は令和７年４月に発生し

た作業船の接触による消失です。また、元々生息していたサンゴ類で約７％の減少を確認し

ており、そのうち約２％は同接触による消失です。 

６ページは、Ｓ４地区の小型サンゴ類第２期の移植先の生物生息状況を示しています。魚

類の種数・個体数は、移植前の移植元に比べ増加しています。大型底生生物の種数・個体数

は、移植前の移植元に比べ増加しています。移植先における魚類・大型底生生物の種数・個

体数の推移は、下の各グラフのとおりです。このように、魚類・大型底生生物の種数・個体数

は、移植前の移植元と比較して著しい減少は確認されず、移植先の生物生息状況が良好に維

持されていると考えられます。また、底質環境については、移植前から移植６ヶ月後まで変

化は確認されず、安定しています。 

７ページは、Ｔ１、Ｔ２地区の大型サンゴ類第２期の移築後モニタリング結果を示してい

ます。大型サンゴ類の移築先の観察枠内の被度は、移築直後と比較して、移築した大型サン

ゴ類、元々生息していたサンゴ類ともに変化は確認されていません。種類数は、移築直後と

比較して、移築した大型サンゴ類で変化は確認されていません。元々生息していたサンゴ類

については、Ｔ１地区で変化は確認されておらず、Ｔ２地区で１種類の減少を確認していま

す。群体数は、移築直後と比較して、移築した大型サンゴ類で変化は確認されておらず、元々

生息していたサンゴ類については、Ｔ１地区で約４％、Ｔ２地区で約７％の減少を確認して

います。 

８ページは、Ｔ１、Ｔ２地区の大型サンゴ類第２期の移築先の生物生息状況を示していま

す。魚類の種数・個体数は、両地区ともに、移築前の移築元に比べて増加しています。大型底

生生物の種数・個体数は、両地区ともに、移築前の移築元に比べ増加しています。移築先に

おける魚類・大型底生生物の種数・個体数の推移は、下の各グラフのとおりです。このよう

に、魚類・大型底生生物の種数・個体数は、移築前の移築元と比較して著しい減少は確認さ

れず、移築先の生物生息状況が良好に維持されていると考えられます。また、底質環境につ

いては、移築前から移築６ヶ月後まで変化は確認されず、安定しています。 

９ページは、サンゴ類の移植・移築先と対照区の水質及び流速の連続観測結果を示してい

ます。水温については、令和７年７月の月平均は、いずれの地区においても、高水温の目安

である２８.９℃以上を確認しています。水温のほか、塩分、流速、濁度についても、移植先

と対照区で大きな差は見られませんでした。 

１０ページから１３ページはサンゴ類の再生産確認についてです。 
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１１ページはこれまでの経緯と調査内容について示しています。 

本事業における移植・移築に関する目標達成基準の指標項目の１つに「サンゴ類の再生産」

があります。令和７年度は、移植・移築したサンゴ類の再生産に関する情報を得ることを目

的として、サンゴ類が一般的に産卵する夜間に確認調査を行いました。調査場所・方法とし

ては、小型サンゴ類については、移植先のＳ４地区において、潜水士による潜水目視による

観察、水中カメラの設置によるインターバル撮影を行い、大型サンゴ類については、移築先

のＴ１地区において、潜水士による潜水目視による観察を行いました。調査を行った時期は、

令和７年６月及び７月の満月前夜に当たる６月８日から１７日の間の８日間、７月８日から

１６日の９日間でした。 

１２ページは小型サンゴ類の調査結果を示しています。 

小型サンゴ類は、移植したサンゴ類がミドリイシ属２種とコモンサンゴ属１種、カワラサ

ンゴ属１種、アナサンゴ属２種の合計４属６種において再生産行動であるバンドルセッティ

ング及び放卵が確認されました。また、元々生息していたサンゴ類についてもコカメノコキ

クメイシ属１種、トゲキクメイシ属１種、ハマサンゴ属１種の合計３属３種においても同様

に再生産行動が確認されました。  

移植したサンゴ類及び元々生息していたサンゴ類ともに再生産行動が複数種で確認された

ことから、移植に伴う移植先への影響はなく、また、移植したサンゴ類が移植先に元々生息

していたサンゴ類と同様に生息しており移植先の環境に順応していると考えられます。 

１３ページは大型サンゴ類の調査結果を示しています。 

大型サンゴ類は、移築したハマサンゴ属２群体において、再生産行動である放卵放精が確

認されました。なお、ハマサンゴ属は雌雄異体であるところ、今回の確認においてはＮo.８

で放卵、Ｎo.１７で放精が確認されました。また、周辺に元々生息していたハマサンゴ属に

ついても再生産行動である放卵が確認されました。 

移築したハマサンゴ属及び元々生息していたハマサンゴ属ともに再生産行動が確認された

ことから、移築に伴う移築先への影響はなく、また、移築したサンゴ類が移築先に元々生息

していたサンゴ類と同様に生息しており移築先の環境に順応していると考えられます。 

以上です。 

 

委員長： 

ご説明ありがとうございました。 

それでは、ただ今のご説明に対してご質問・コメント等ございますでしょうか。 

 

委員： 

資料の３ページと５ページで、群体数を経年的に見た時に、元々生息していたサンゴ類と

移植したサンゴ類がともに減少傾向ということですが、元々生息していたサンゴ類も含めて

考えると、今の気象問題のような外的要因が考えられ、特に大きな問題ということではなく、

致し方ない減少だと解釈したのですが、いかがでしょうか。 
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委員長： 

事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局： 

３ページのＳ４地区第１期ですが、こちらのモニタリングにつきましては、移植してから

１２ヶ月経過した結果を示しています。移植したサンゴ類で約２５％、元々生息していたサ

ンゴ類で約２１％の減少ということで、双方とも２割程度減少しています。主な要因としま

しては、令和６年夏期の高水温の影響が大きかったと考えています。 

 

委員長： 

よろしいでしょうか。 

 

委員： 

はい。 

 

委員長： 

ほかに、いかがでしょうか。 

今回は、モニタリングの計画に基づいて、直近である令和７年６月ないし７月のデータの

報告でしたが、今年も夏の高水温の状況は続いていると思います。感触で結構ですが、今の

ところ、どのような様子なのでしょうか。 

 

事務局： 

今年も高水温の状況が続いています。令和６年ほどではありませんが、この１０月におい

ても高水温の目安である２８．９℃以上になっています。事務局としましても、このような

高水温の状況が続いていることから、臨時調査を実施しているところです。その結果はまだ

出ていませんが、今後まとまり次第、委員会で報告させていただければと考えています。 

 

委員長： 

ありがとうございます。今後の委員会でその結果をご報告いただけるということだと思い

ますが、速報が出た段階で専門の委員にもご報告いただき、その結果を踏まえた対応につい

てご相談いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

分かりました。 

 

委員長： 

ほかにはいかがでしょうか。 

委員、ご専門の立場から、この結果全体をご覧いただいて、何かコメントはございますで
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しょうか。 

 

委員： 

サンゴの種類についてですが、元々生息していたサンゴ類には、塊状のものや成長の遅い

種類が割と多いと思います。サンゴの生態学的寿命は全く分かっていないので、年月ととも

にどのくらい減っていくのかということは分かりません。それから、サンゴの群集が定常状

態にあるということは、生態学的寿命によってサンゴが死ぬ一方で新規加入があり、全体の

バランスが取れているということです。しかし、新規加入は毎年起こるわけではないことが

多く、ある年に一斉に加入することもあり、それらが大きく育ったものを今見ているかもし

れないですし、数年おきに新規加入があるとすると、現在まだカウントされていない小さな

個体もいるかもしれないということで、サンゴ群集として定常状態にあるのか、それとも群

集全体が縮小しつつあるのかが分からないという状況だと思います。いずれにせよ、現時点

では大きく減少しているわけではありませんので、危機感を持って注視するというほどの状

況ではないかと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。よく分かりました。 

ほかにはよろしいでしょうか。ＷＥＢでご参加の委員の方も特にご質問ございませんでし

ょうか。ご質問がある場合は、お声をかけていただければ指名させていただきます。 

委員、どうぞ。 

 

委員： 

サンゴ類の移植先で魚類などが増加傾向とありました。毎度の指摘になりますが、増加幅、

増加率が事業外エリアと変わらないのか、または差があるのかというところが影響評価とし

て大事かと思います。 

 

委員長： 

はい、ありがとうございました。 

４、６、８ページで魚類や大型底生生物の状況を確認いただいていますが、事務局いかが

でしょうか。 

 

事務局： 

４ページは、Ｓ４地区第１期の生物生息状況の確認結果で、中段に魚類・大型底生生物の

種数・個体数の推移のグラフを示しています。こちらは、まず、移植前の移植元の状況を示

した上で、移植した先について、種数・個体数が移植前からどのように推移しているのかと

いうところを示しています。このグラフを見ていただきますと、移植前の移植元と比べて、

種数・個体数ともに著しく減少しているようなところはありません。また、移植先の生物生

息状況についても、良好に維持されていると評価をしています。６ページのＳ４地区第２期
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につきましても同様に、移植先の生物生息状況は良好に維持されているという評価をしてい

ます。 

 

委員長： 

委員のご質問は、事業が実施されているエリア外の場所の状況と比較して、移植後の場所

の変動というのがどのように判断できますか、という趣旨だと理解致しました。移植した場

所の状況について、対照地点があり、そこと比較をしているのでしょうか。様々な環境があ

る中で、ご説明いただいた移植先のモニタリング結果では、むしろ魚類にしても大型底生生

物にしても、増えているような状況ですが、そのような変動は、対照地点と同じような状況

なのでしょうか。対照地点というのは特に取られていないのですか。 

 

事務局： 

ご説明した移植先の生物生息状況につきましては、サンゴ類の移植の成果等をあらかじめ

設けた基準に照らして評価することを目的として、モニタリングを実施しております。もち

ろん周辺で魚類が増えれば、移植先でも増えることがあると考えられますし、逆に、周辺で

魚類が減れば、移植先においても減る可能性があると考えられますが、事業者としては、移

植したサンゴ群集に集まる魚類と大型底生生物の種類別の個体数を継続的に調べることによ

り、移植先における生物生息状況を把握した上で、これを移植前の移植元における調査結果

と比べて、著しい減少がみられないかを確認しているところです。そのため、魚類や大型底

生生物の生息状況を比較するための対照地点を設定して、どのような変移をしているかまで

は、確認していません。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

そうはいっても、移植先もいくつかの場所があって、それぞれの場所でモニタリングをし

てみると、魚類、大型底生生物いずれも似たような増減の様子になっているようにもみえま

す。 

 

事務局： 

ありがとうございます。今回お示ししているのがＳ４地区の第１期と第２期と、大型サン

ゴ類のモニタリングについてですが、いずれも種数・個体数に著しい減少がみられる状況で

はないため、移植先の生物生息状況は良好に維持されているという評価をしています。事業

実施区域外との比較ではないものの、移植先の複数箇所を並べてみても、概ね目立った変化

はないということは言えると考えております。 

 

委員： 

生態学的には、厳密に評価するには交絡要因を排除する必要があると思います。一方、こ

のモニタリングの目的ということからすると、結論には大きな影響はないのではないのかと
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も思います。 

 

委員： 

専門外ですが、よろしいでしょうか。 

 

委員長： 

委員どうぞ。 

 

委員： 

恐らく、サンゴ類を移植したことで全体的に魚類や大型底生生物の種数や個体数が増加し

ているということなのか、海域全体が増加しているから、移植先も増加したということなの

か、つまり、移植したことがプラスなのかどうかということを明確にするには、ほかの地点

との比較があった方が良いということを一番に主張されているのではないかと思います。そ

れをやっているかいないかが問題だと思います。 

 

委員長： 

委員どうぞ。 

 

委員： 

これまでのところは、魚類や大型底生生物の減少がみられていないということですが、今

後、万が一こういった生き物たちが減った場合に、周辺環境全体で減ったがゆえに移植先で

減ったのか、それとも移植先のみで減ったのかという評価ができなくなるということが危惧

されます。その辺りが委員の指摘されているところではないかと思いますので、今後のこと

を考えた場合には、比較対照となる地点を設けた方が良いのではないかと思います。 

 

委員長： 

はい、ありがとうございました。 

今後、移植先の生物生息状況を評価する上では、やはり比較対照となる地点をうまく設定

した方が良いのではないかというご指摘でございます。それを検討していただきたいと思い

ました。 

ほかにはよろしいでしょうか。ＷＥＢでご参加の委員の方も特にご質問ございませんでし

ょうか。 

サンゴ類の生息状況についてご確認の質問がありました。また、追加のコメントもいただ

きました。 

資料１の指導・助言事項として、今後のモニタリングにおいて、生物生息状況の比較のた

めの対照区を設定することを検討することとまとめたいと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、議事次第の２つ目の議事のサンゴ類の実行可能な環境保全措置について、事務

局より説明をお願いします。 
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【議事②：サンゴ類の実行可能な環境保全措置について】 

事務局： 

資料２のサンゴ類の実行可能な環境保全措置について説明致します。 

１ページは、サンゴ類の実行可能な環境保全措置の実施状況を示しています。令和４年度

種苗については、令和７年５月に、移植１２ヶ月後のモニタリングを実施しています。後ほ

ど、モニタリング結果等について報告します。 

令和５年度種苗については、令和６年３月より海域での中間育成を開始し、令和７年８月

時点で、合計１０５種苗が生残しており、令和７年秋から冬に海域への移植を計画していま

す。後ほど、移植先の選定、移植方法、移植時期、移植後モニタリングの計画について報告し

ます。 

令和６年度種苗について、陸上施設で育苗後、令和６年１１月及び令和７年３月より海域

での中間育成を開始し、令和７年８月時点で、令和６年１１月に開始した種苗は合計３種苗、

令和７年３月より開始した種苗は合計２３１種苗が生残しています。後ほど、育苗の状況に

ついて報告します。 

令和７年度種苗については、ウスエダミドリイシの採苗に成功し、陸上施設での育苗を開

始しており、令和７年７月時点で合計２，４８８種苗の生残を確認しています。後ほど、採

苗、育苗の状況について報告します。 

２ページは、令和７年度種苗の採苗についてです。令和７年度種苗の採卵は、５月期及び

６月期にウスエダミドリイシとスギノキミドリイシ、７月期にフカトゲキクメイシを対象と

し実施しました。５月期の採卵は、満月を含む５月１０日から１９日に実施したものの、採

卵に至りませんでした。６月期の採卵は、満月を含む６月８日から１７日に実施した結果、

ウスエダミドリイシの採卵に成功し、採卵数は約６万５千粒でした。その後、幼生の飼育を

行い、採苗に至った種苗数は、３，２１１種苗でした。７月期の採卵は、満月を含む７月１１

日から１６日に実施したものの、採卵には至りませんでした。 

３ページは、令和７年度種苗の育苗の状況についてです。令和７年６月にウスエダミドリ

イシ３，２１１種苗で陸上施設における育苗を開始し、７月時点の生残数は２，４８８種苗

であり、平均長径は概ね１ｍｍでした。 

次に、令和７年度種苗の中間育成の開始時期についてです。令和６年度種苗は、令和６年

１０月時点で平均長径が５ｍｍに達したクシハダミドリイシの半数を１１月から中間育成を

開始したところ、陸上施設の種苗と比べてその後の生残数・平均長径の減少がみられました。

こうしたことから、種苗の安定供給を目指し、中間育成の開始時期を遅らせることとし、令

和７年度種苗は、令和８年３月頃から中間育成を開始する予定です。なお、陸上施設におけ

る育苗期間を長くすることにより、種苗の長径をさらに大きくすることができ、中間育成期

間を短縮できる可能性や、種苗が親サンゴまで成長すれば水槽内で採卵できる可能性が考え

られることから、令和７年度種苗の一部については、種苗の安定供給を目指す新たな対応と

して、陸上施設に残し、水槽内での飼育を継続する方針です。 

４ページは、令和６年度種苗の中間育成の状況についてです。令和６年１１月から中間育



10

成を開始したクシハダミドリイシ３８種苗のうち、令和７年８月時点の生残数は、３種苗で

した。また、平均長径は、開始時の５．６ｍｍから１ヶ月後に３．３ｍｍに減少し、その後は

横ばいで推移しています。令和７年３月から中間育成を開始したクロマツミドリイシ６３種

苗、クシハダミドリイシ３８種苗及びスギノキミドリイシ１５４種苗の計２５５種苗のうち、

令和７年８月時点の生残数は、それぞれ、５８種苗、３８種苗及び１３５種苗の計２３１種

苗でした。また、平均長径は、クロマツミドリイシとスギノキミドリイシが、開始時の８．０

ｍｍ及び８．１ｍｍから１０．７ｍｍ及び１１．１ｍｍまで成長していました。クシハダミ

ドリイシの平均長径は、開始時の１３．３ｍｍから３ヶ月後に１６．７ｍｍまで成長後、１

５．５ｍｍに減少していました。

５ページは、令和５年度種苗の中間育成の状況についてです。中間育成は、令和６年３月

に、クロマツミドリイシ６７種苗、ウスエダミドリイシ２９７種苗、クシハダミドリイシ３

種苗及びスギノキミドリイシ１００種苗の計４６７種苗で開始しました。令和７年８月時点

の生残数は、クロマツミドリイシ１２種苗、ウスエダミドリイシ８０種苗、クシハダミドリ

イシ１種苗及びスギノキミドリイシ１２種苗の計１０５種苗でした。また、平均長径は、ク

ロマツミドリイシが開始時の１６．８ｍｍから４８．３ｍｍ、ウスエダミドリイシが開始時

の１８．９ｍｍから６１．３ｍｍ、クシハダミドリイシが開始時の１６．９ｍｍから５４．９

ｍｍ、スギノキミドリイシが開始時の１４．８ｍｍから６６．５ｍｍに成長していました。

令和５年度種苗の移植の時期については、令和７年秋の１０月から１１月頃を計画していま

したが、令和７年夏期の高水温の状況を考慮し、令和７年秋から冬の、１１月から令和８年

２月頃に実施することにしたいと考えています。

６から８ページは令和５年度種苗の移植計画についてです。

６ページは、移植先選定に関するこれまでの経緯を示しています。第４７回委員会資料に

おいて、種苗の移植先の選定に向け、サンゴ類のポテンシャル域内のサンゴ被度２５％未満

の岩盤の範囲から移植先の候補として①から⑤の５つのエリアを抽出し、各範囲の代表的な

環境として の５地点の「サンゴ類の生息状況」と「サンゴ類の生息環境」を現

地調査しました。その結果をもとに、種苗確保可能な種のグループごとに移植先を選定しま

した。この移植先の選定結果に従い、令和４年度種苗は、令和６年５月に へ移植を行

いました。その後、移植９ヶ月後までの経過として、令和６年夏期の高水温の影響を受ける

などして群体数が減少し、令和７年２月時点で、２５群体中４群体が生残していました。こ

の結果を報告した第５４回委員会では、「物理的環境等について検討することも含め、引き続

き、種苗生産による幼サンゴの生残率をできる限り高める努力を継続すること」との指導・

助言とともに、委員から、移植場所の比較として、採卵している地区に種苗を移植してみる

のも検討してはどうかとの提案をいただきました。

７ページは、移植先の選定に向けた検討について示しています。前ページに示した委員会

での指導・助言等を踏まえ、令和５年度種苗の移植先は、過年度の移植先候補である

に採卵地点周辺を含めた計６地点から改めて選定することとしました。まず、各地点

の比較検討を目的に、第４７回委員会資料にて示した種苗確保可能な種の生息環境によるグ

ループ区分結果及びグループ別の移植先の選定結果等に、新たに採卵地点周辺の情報を加え、
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再整理しました。種苗確保可能な種の生息環境によるグループ区分結果として、採卵地点周

辺では、令和６年夏期の高水温以前に、すべてのグループの種の生息を確認しています。ま

た、グループ別の移植先の選定結果等として、採卵地点周辺の環境条件が、移植先として適

切であることを確認したほか、新たに流速の情報として各地点の恒流や現場での流速も確認

し、海水が滞留するような地点ではないことを確認しました。

以上の検討をもとに、サンゴ類の生息状況や、固定水深の深さ、各グループの種の生息状

況、流速等の生息環境の観点から、令和５年度種苗の移植先は、採卵地点周辺を選定するこ

ととし、令和５年度種苗の全４種を採卵地点周辺に移植する方針です。ただし、採卵地点周

辺のサンゴ類の生息状況は、令和６年夏期の高水温以前に高被度であったことから、今後の

被度の回復状況によっては、十分な移植スペースの確保ができなくなる可能性があります。

このため、今後の移植先の検討に向けた情報の収集を目的として、移植予定の種苗数の多い

ウスエダミドリイシの半数を、令和４年度種苗の移植先とした に移植して、移植先と

しての適性にかかる情報を収集する方針です。

８ページは、移植方法と移植時期、移植後モニタリングについて示しています。

令和５年度種苗の移植方法は、令和４年度種苗と同様、第４７回委員会資料で示した方法

を基本に実施します。第４７回委員会資料で示した資料は、巻末資料に再掲しています。食

害への対応として、一部の種苗は、くぼ地などの魚類が接近しにくく、食害の低減につなが

ると予想される場所に移植を行う考えです。

令和４年度種苗については、令和６年５月に移植したものの、元々の長径が小さいことや

夏期の高水温に長く曝されたことが要因となり、移植後の死亡群体割合が増加したものと考

えられました。そのため、令和５年度種苗の移植の時期については、夏の高水温期を過ぎた

令和７年秋の１０月から１１月頃を計画していましたが、令和７年夏期の高水温の状況を考

慮し、秋から冬にあたる令和７年１１月から令和８年２月頃に実施することとしたいと考え

ています。また、移植時期を秋から冬にすることで、中間育成期間をより長くとることにつ

ながることから、移植時のサイズの大型化による生残率向上の効果も期待されます。

令和５年度種苗の移植後モニタリングは、第４７回委員会資料で示した方法で実施します。

評価基準等を含めて、同資料を巻末資料に再掲しています。なお、令和５年度種苗において

は、移植先である採卵地点周辺と に、モニタリングの全体枠を各１枠、計２枠を設置

する計画です。

９ページは、種苗の移植後モニタリングの進捗状況を示しています。移植した種苗の移植

後モニタリングは、移植直後、１、３、６、９、１２ヶ月後、その後は１年に１回を基本とし

て実施する計画です。今回は、令和４年度種苗の移植１２ヶ月後のモニタリング結果を報告

します。

１０ページは、令和４年度種苗の移植後モニタリングの結果を示しています。令和６年５

月に へ移植した令和４年度種苗２５群体の移植１２ヶ月後のモニタリングを実施し

ました。種苗の移植先の群体数は、移植直後と比較して、移植した種苗で８４％の減少、元々

生息していた小型サンゴ類で約１１％の減少を確認しました。移植した種苗の平均長径は、

移植直後と比較して、約９％の減少を確認しました。移植した全群体における死亡群体の割
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合は、移植９ヶ月後に８４％、移植１２ヶ月後に８４％であり、変化はありませんでした。

また、元々生息していた小型サンゴ類における死亡群体の割合は、移植９ヶ月後に約１０％、

移植１２ヶ月後に約１１％であり、約１ポイント増加しました。移植した種苗について、新

たな食害や白化は確認されませんでした。 

１１ページは、令和４年度種苗の移植先の生物生息状況を示しています。魚類の種数は、

移植前に比べ増加し、個体数は、移植前に比べ減少しました。大型底生生物の種数は、移植

前に比べ増加し、個体数は、移植前に比べ減少しました。移植先における魚類・大型底生生

物の種数・個体数の推移は、下の各グラフのとおりです。このように、魚類・大型底生生物の

種数・個体数は、移植前と比較して著しい減少は確認されず、移植先の生物生息状況が良好

に維持されていると考えらます。また、底質環境については、移植前から移植１２ヶ月後ま

で変化は確認されず、安定しています。 

１２ページは、中間育成施設及び令和４年度種苗の移植先の水質環境等として、水温、塩

分、流速、濁度の状況を示しています。水温について、令和７年７月の月平均は、高水温の目

安である２８．９℃以上を確認しています。一方、塩分、流速、濁度については、大きな変化

はなく、ほぼ横ばいで推移しています。 

以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

サンゴ類の実行可能な環境保全措置について、採卵から育苗、それから現地の環境の中で

中間育成をして移植をする。その後のモニタリングも含めて、現状をご説明いただきました。 

何かご質問、あるいはコメント等ございますでしょうか。 

サンゴを増やす努力を様々な形で進めていただいているというところで、前回もご報告い

ただいた中で、必ずしも素晴らしい成績を上げているというわけではないというところです

が、色々な試行錯誤で進められているということでございました。今年度の移植については

どのように考えるかというところも併せて説明いただいております。よろしいでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

この移植時期の選定というのは、高水温を避けるために、例えば５ページでも出ているよ

うに、新たに選定されたこの時期から行うことが成長としては好ましいということで、時期

をずらしていると。ほかの海洋的な物理条件からみても、ほかの要因というのは高水温から

比べればそれほど大きくないから、この時期からやることが妥当であるという認識でよろし

いでしょうか。 

 

委員長： 

事務局いかがでしょうか。 
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事務局：

令和４年度種苗につきましては、夏の高水温期の前に移植しました。その結果、移植した

直後に高水温の影響によって、かなり死亡率が高くなっていた経緯がございます。そういう

ことからも、令和５年度種苗の移植につきましては、夏の高水温期を避けて、この秋から冬

にかけて移植をしようと計画をしているところです。

委員長：

ありがとうございました。ほかに、いかがでしょうか。

委員、どうぞ。

委員：

への移植は半数ということでしたが、これは比較のためでしょうか。

事務局：

７ページの令和５年度種苗の移植計画のところで、令和５年度種苗を採卵地点周囲に植え

付けるということを提示していますが、そこにすべてを移植することではなく、半数を

に移植をしようという考えを提示しているところです。その理由としまして、この採卵地

点周辺は、令和６年夏期の高水温以前の被度が高かったことから、今、高水温の影響で被度

が減少していますが、今後回復してくる可能性もあることから、そこにすべてを植え付ける

と、かなりの高被度になってしまう可能性もあるため、今後の移植先の検討に向けた情報収

集を目的として、ウスエダミドリイシの半数を に移植しようと考えています。

委員長：

ありがとうございます。

この点につきましては、前回の委員会でも関連した議論があったように記憶しております。

委員、このご回答でよろしいでしょうか。

委員：

了解しました。

委員長：

これはリスク管理的なことも含めて対応されているということですよね。

事務局：

そのとおりです。

委員長：

ほかにはＷＥＢで参加の委員の方も含めてよろしいでしょうか。
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ありがとうございます。 

資料２につきましては、特段の指導・助言事項にあたるようなご質問、ご指摘はなかった

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

それでは、議事次第の３つ目の議事の海草藻場の生育範囲拡大について、事務局より説明

をお願いします。 

 

【議事③：海草藻場の生育範囲拡大について】 

事務局： 

資料３の海草藻場の生育範囲拡大について説明致します。 

１ページは、海草藻場の生育範囲拡大の実施について示しています。本事業の環境保全措

置「海草藻場の生育範囲拡大」として、豊原海域において、令和４年度、令和５年度及び令和

６年度に各２，０００株のリュウキュウスガモの種苗を植え付け、植付け後モニタリングを

実施しています。 

今回は、令和４年度、令和５年度及び令和６年度の植付け地点における、令和７年度夏季

モニタリングの結果並びに令和７年度の現地踏査及び植付け地点の検討状況について報告し

ます。 

２ページは、令和４年度の植付け地点におけるモニタリング結果について示しています。

令和４年度は、豊原海域の植付け地点③、④において、令和４年１２月にリュウキュウスガ

モの種苗を各５０区画に１，０００株、合計１００区画に２，０００株を植え付けました。

これらの植付け地点において、令和７年７月に令和７年度夏季モニタリングを実施しました。

モニタリングにおけるシュート数のランク推移は下図のとおりです。令和７年度夏季のシュ

ート数は、令和６年度冬季モニタリング時と比較して、植付け地点③、④ともにランク２の

区画数が減少しました。両地点ともに、砂層厚及び底質概観に変化はみられませんでした。

詳細データは、巻末資料１に収録しています。なお、両地点ともに、植付け直後にアオウミ

ガメによる被食が確認されましたが、被食から回復しており、その後、継続的または著しい

被食は確認されていません。植付け地点③、④のシュート数は、植付け後、増加がみられた

令和６年度冬季を除き、減少傾向にありますが、令和７年度夏季時点で、ランク２以上の区

画が、植付け地点③では１７区画、植付け地点④では１９区画残っていることに加え、第５

４回委員会における指導・助言事項を踏まえ、リュウキュウスガモの一部の葉長を計測した

ところ、植付け地点③では最大５．０ｃｍ、植付け地点④では最大６．４ｃｍの葉長を確認

していること、葉長の短い新葉の生育もみられていることからも、今後の回復が期待されま

す。今後もモニタリングを継続し、シュート数の推移を確認していきます。 

３ページは、令和５年度の植付け地点におけるモニタリング結果について示しています。

令和５年度は、豊原海域の植付け地点②、⑤において、令和６年１月にリュウキュウスガモ

の種苗を各５０区画に１，０００株、合計１００区画に２，０００株植え付けました。これ

らの植付け地点において、令和７年７月に令和７年度夏季モニタリングを実施しました。モ

ニタリングにおけるシュート数のランク推移は下図のとおりです。令和７年度夏季のシュー

ト数は、令和６年度冬季モニタリング時と比較して、植付け地点②、⑤ともにランク２の区
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画数が減少し、植付け地点②ではランク３の区画数が増加しました。両地点ともに、砂層厚

及び底質概観に変化はみられませんでした、詳細データは、巻末資料２に収録しています。

なお、両地点ともに、植付け直後にアオウミガメによる被食が確認されましたが、被食から

回復しており、その後、継続的または著しい被食は確認されていません。植付け地点②、⑤

のシュート数は、植付け時より減少していますが、令和７年度夏季時点で、ランク２以上の

区画が植付け地点②では３９区画、植付け地点⑤では２４区画残っていることに加え、第５

４回委員会における指導・助言事項を踏まえ、リュウキュウスガモの一部の葉長を計測した

ところ、植付け地点②では最大７．７ｃｍ、植付け地点⑤では最大６．０ｃｍの葉長を確認

していること、葉長の短い新葉の生育もみられていること、これまでの現地実証試験におい

て、植付けから２年目以降に地下茎が側方へ伸長する状況が確認されていることからも、今

後の回復が期待されます。今後もモニタリングを継続し、シュート数の推移を確認していき

ます。 

４ページは、令和６年度の植付け地点におけるモニタリング結果について示しています。

令和６年度は、豊原海域の植付け地点①、⑥において、令和７年１月にリュウキュウスガモ

の種苗を各５０区画に１，０００株、合計１００区画に２，０００株植え付けました。これ

らの植付け地点において、令和７年７月に令和７年度夏季モニタリングを実施しました。モ

ニタリングにおけるシュート数のランク推移は下図のとおりです。令和７年度夏季のシュー

ト数は、植付け時と比較して、植付け地点①、⑥ともにランク３の区画数が減少しました。

両地点ともに、砂層厚及び底質概観に変化はみられませんでした、詳細データは、巻末資料

３に収録しています。なお、両地点ともに、アオウミガメによる継続的または著しい被食は

確認されていません。植付け地点①、⑥のシュート数は、植付け時より減少していますが、

令和７年度夏季時点で、ランク２以上の区画が植付け地点①では４８区画、植付け地点⑥で

は４９区画残っていることに加え、第５４回委員会における指導・助言事項を踏まえ、リュ

ウキュウスガモの一部の葉長を計測したところ、植付け地点①では最大８．３ｃｍ、植付け

地点⑥では最大７．８ｃｍの葉長を確認していること、葉長の短い新葉の生育もみられてい

ること、これまでの現地実証試験において、植付けから２年目以降に地下茎が側方へ伸長す

る状況が確認されていることからも、今後の回復が期待されます。今後もモニタリングを継

続し、シュート数の推移を確認していきます。 

５ページは、令和７年度現地踏査の実施及び植付け地点の選定について示しています。令

和４年度から、豊原海域で環境保全措置「海草藻場の生育範囲拡大」を実施していますが、

その開始に先立つ令和４年７月から８月に現地踏査を行い、植付けの支障になる転石・岩盤

がない植付け可能範囲を選定し、同範囲内で植付け区画の設置が可能な箇所において、砂層

厚や底質概観等を確認した上で、植付け地点①から⑥を選定しました。令和４年度冬季は植

付け地点③、④、令和５年度冬季は植付け地点②、⑤、令和６年度冬季は植付け地点①、⑥に

植付けを行い、全６地点を一巡したこと、令和４年度の現地踏査から約３年が経過したこと

を勘案し、再度現地踏査を行い、令和７年度冬季以降の植付け地点を選定することとしまし

た。現地踏査は、令和７年度の台風シーズン後の１０月中旬に、豊原海域の植付け地区Ａ、

Ｂにおいて、下図に示す手順により実施しました。その結果を踏まえ、次回委員会にて、令
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和７年度冬季以降の植付け地点を提示します。 

以上です。 

 

委員長： 

はい、ありがとうございました。 

それでは、ご質問、コメント等ございましたらよろしくお願い致します。ＷＥＢで参加の

委員の方も、ご質問があった場合、お声をかけてください。 

委員、どうぞ。 

 

委員： 

３、４ページ目に「植付けから２年目以降に地下茎が側方へ伸長する状況が確認されてい

る」とありますが、具体的に伸長の様子を教えていただきたいです。２ページの令和４年度

の植付け結果についても、地下茎は確認されていますか。右下のグラフを見るとランク２の

割合は維持されるかもしれませんが、あまり回復が期待されるようには見えないです。また、

植付け区以外の自然の生育状況、生育範囲においては、シュート数のランクはどれぐらいな

のでしょうか。 

 

事務局： 

地下茎がどれくらい伸びているかというのは、正確なところは、掘り返さないと分からな

いというところです。今は、現地実証試験の状況と異なり、植付けを実施して生育を見守っ

ている状況ですので、正確には申し上げられないですが、一部は、植え付けたものが植え付

けた枠より外に伸びて、そこから新しい葉が出ているようだということは確認できておりま

す。今後、密度が低く個体識別ができ、シュートが横に広がって伸びていく様子から、地下

茎の長さを推測できるような状況がありましたら、参考情報として記録し、その結果を適宜

ご報告できればと考えているところです。 

 

委員長 

ありがとうございます。 

それから、３ページ、４ページで地下茎の伸長の状況が記述されていますが、２ページの

令和４年度の植付け地点の様子と、地下茎の様子はどうですか。 

 

事務局： 

２ページの令和４年度の植付け地点における地下茎の伸長に関しては、左下の写真に※印

でリュウキュウスガモの葉長は５センチ程度と書いてある写真が、横方向に少し伸びている

状況を示す写真になっています。 

 

委員長： 

地下茎を掘り起こして調べるのは今の段階ではとても無理だと思いますので、状況からど
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うやら地下茎が伸長しているらしいということを判断されていると思いました。もう１つ、

２ページの右下のグラフを見ると、ランク２の割合は何とか維持されているようですが、あ

まり回復が期待されないように見えますとのご指摘もあり、今の地下茎の伸長と合わせたご

質問かなと思いました。 

最後のご質問ですが、植付け区画以外の自然の生育範囲においては、シュート数のランク

はどれくらいなのでしょうかという質問もありますが、分かりますでしょうか。 

 

事務局： 

２から４ページにかけてのそれぞれのグラフでは、今まで植付け時から示していましたが、

グラフの一番左に植付け前のランクを追加で示しています。これが、この地点に植える前に、

どの程度の海草がここに生えていたのかという状況をランクで示したものになります。３ペ

ージ目と４ページ目の令和５年度、令和６年度の植付け地点については、植付け前にほとん

ど海草が生えていない場所でしたが、令和４年度は、海草が元々生えていた場所に植え付け

たところ、植付け後にランクが増えたのですが、その後の台風で減ってしまったというもの

です。その台風後調査の際に周辺の天然藻場の状況も確認しましたが、やはりほとんどが台

風の影響で藻場ごと剥がされてしまっている状態になっていたので、現状植え付けた以外の

海草というのは、ほぼランクでいうと１ないし２という状況になっております。 

 

委員長： 

これは、先ほどのサンゴ類の議論と少し似ているといえば似ていて、比較のための対照区

になるような、今回の場合は自然の藻場での状況はどうかといったところを比較していただ

ければ分かりやすいご回答になるかなと思います。天然の藻場の状況というのは、植え付け

た株ほどは、モニタリングはされていないわけですね。 

 

事務局： 

はい、モニタリングはしていません。 

 

委員長： 

はい、ありがとうございます。委員いかがでしょうか。 

 

委員： 

植え付けた株がどれくらい横に伸長するかのデータは、今後の藻場の拡大に向けて、事業

計画や予算立てに対して非常に貴重なデータだと思います。一部で構いませんので、掘り起

こして伸長の程度を定量的に評価してはどうかと考えます。また、周囲の自然の生育範囲の

シュート数のランクは、植付け株の生育状況の評価基準になると思いますので、少しで良い

のでデータは収集しておいた方が良いと思います。 

 

委員長： 
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事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局： 

まずは掘り返しをして定量的に評価してはどうかというご意見をいただきました。掘り返

しをするとなると、若干ではありますが、海底地形を変更することになりますので、その方

法等につきましては、検討させていただければと思います。 

また、天然の藻場におけるモニタリングにつきましても、検討させていただければと思い

ます。 

 

委員長： 

はい、ご回答ありがとうございます。委員、そういうご回答でよろしいでしょうか。そう

しましたら、２点、掘り起こすなどして地下茎の伸長の程度を定量的に評価できないか。そ

れと、天然の藻場のランク付けについてもモニタリングを行い、比較をしていただけないか

というところだと思います。ご回答としては、今やりますとは即答はできないが検討します

というご回答でした。ぜひ前向きにご検討いただければと思います。ありがとうございまし

た。 

はい、委員どうぞ。 

 

委員： 

前にもコメントを伝えたと思いますが、地下茎が、これだけ主体となって伸長していく中

で、植付けがそれぞれ単独ですと、なかなか伸びにくいというか、地下茎同士が絡みつきに

くいような感じがしていて、もう少し実際に自然の中で藻場の状況を見ると、スポット的に

結構群集となっているような気がします。となると、もう少し密度を高めた方が、地下茎同

士が絡みつき組みやすいのかどうかというところは、前にもそんなようなことを聞いたよう

な気がしましたが、そこは逆に非効率なのか、効率的ではないとすればどういうデメリット

なのか、少し再確認を含めて教えてほしいです。 

 

委員長 

はい、事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

はい、以前に回答したことの繰り返しになりますが、以前、密度を変えて植えるという試

験を実施しております。実証試験として、現在の４平方メートルあたり２０株と、４０株、

６０株という条件で植え付けました。その結果、シュート数やシュート伸長に差はほとんど

みられず、数多く植え付けたとしても芳しい状況ではなかったということは、以前委員会に

おいてご報告させていただいております。その結果、一箇所にたくさん植えるよりも、面的

に広い範囲を藻場として造成していくという考え方に基づき、現在行っているところです。 
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委員： 

誤解があったらいけないですが、１つの区画の中に２０を４０、６０にするというのでは

なく、株の間隔を短くしていくと変わるのかどうかというところです。間隔が広いとお互い

が絡みつきづらいが、間隔を少し密集させてあげると、どのような効果があるのかと思いま

した。 

株と株の間隔をもう少し短くしていくと、もっと地下茎が絡みつきやすいのではないかな

と思います。全体のエリアの中でもっと株の数を増やしていけば良いということではなく、

数は同じにしても、もう少し密集させていくと地下茎というのはもう少し根が張りやすいと

か、そういうことがあるのでしょうか。 

 

委員長： 

今の段階でお答えいただけることはありますでしょうか。私も今のやりとりの中で、根が

伸長しやすいかどうかということと、ある程度絡まり合うことで外的な撹乱にも強くなる可

能性がないのかどうかと合わせて、この段階では分からないかもしれませんが、分かる範囲

で検討されていればお答えいただきたいです。 

 

事務局： 

以前の委員会において、株同士を密集して植えたところ、生残率を見ていくとあまり変わ

らないという結果が得られましたので、同じ株数を使うのであれば狭い範囲にたくさん植え

るのではなく、なるべく広い範囲に植えた方が、面的に広い範囲をカバーできるのではない

かと考えて、今の密度設定を判断させていただいたというところでございます。また、植付

けの方法というのは、当然フィードバックしながらより良いものを目指していくということ

は必要だと思いますので、そこも含めて検討をさせていただきたいと思います。なお、本年

度の植付けを冬に予定していますので、もし間に合えばそこから考えることができますし、

もう少し時間を置いてさらに準備と、過去のデータの振り返りを行い、より良い方法がある

のであれば、それを来年度になるかもしれませんが、考えていくということになろうかと思

います。ご意見ありがとうございます。 

 

委員長： 

委員、そういうご回答でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

ほかにはいかがでしょうか。はい、委員どうぞ。 

 

委員： 

少し伺いたいのですが、Ａ地区、Ｂ地区とも、令和４年に植え付けたものはランク１のエ

リアが７割程度と広がっているのに対して、令和５年度は少ないというこの差は、どういう

ところからきているのでしょうか。 

 

委員長： 
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事務局、よろしくお願いします。 

 

事務局： 

先ほどのご質問は、まず２ページの令和４年度の植付けで、ランク１のエリアが多くなっ

ているというところで、３ページの令和５年度では、ランク１の面積はそれほど多くないと、

その違いということでしょうか。 

この２ページの令和４年度に植え付けたときには、植え付けた直後に台風が２回ありまし

た。その後も、台風がありまして、その度にランク１が増えているという状況でした。その

後は、令和７年２月の冬季に少し回復はしたものの、この夏のモニタリングの結果を見ると

増えてはいないという状況でした。ですので、この令和４年度の状況としましては、台風の

影響でかなりランクが下がっていたのだろうと考えています。３ページの令和５年度の植付

けにつきましては、一度台風がありましたが、そのときに影響としてはそれほど大きくなか

ったので、令和４年度と令和５年度の比較をしたところ、やはり台風の影響で、かなり令和

４年度の方がランクが下がってしまったのではないかと考えています。 

 

委員： 

その後増えるのではなくて、一定の割合で推移しているというのは、何か理由があるので

しょうか。 

 

事務局： 

令和４年度に植え付けたリュウキュウスガモにつきましては、その後、横ばいが続いてい

る状況でございます。これについての原因は、今の段階ではまだ分かっていないところです。

令和４年度に植え付けたリュウキュウスガモにつきましては、この１２月で植え付けて３年

を迎えます。３年を迎えることに伴って、その評価をしていきたいと考えていますので、改

めて委員会で報告させていただければと思います。 

 

委員長： 

委員、よろしいでしょうか。 

ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それではまとめたいと思います。いくつかのご指摘をいただきました。ご確認やご質問も

ありましたが、新たな検討をしていただきたいというところにつきましては、まず、地下茎

の伸長の状況に関して、定量的に把握することについて検討してくださいということ。それ

から、周囲に分布する天然の藻場につきましても、モニタリングをして、植え付けたリュウ

キュウスガモとの比較をすることを検討していただきたいということでございました。それ

から、植え付けた後の生育状況を向上させる工夫として、植付けのタイミングでの植付け密

度を高くするという方向性の可能性がないかどうかというところも検討していただきたいた

いというご指摘がございました。 

その３点を今回の指導・助言事項とさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 
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それでは、そのようにまとめさせていただきます。ありがとうございました。 

それでは、議事次第の４つ目の議事の工事の実施状況等について、事務局より説明をお願

いします。 

 

【議事④：工事の実施状況について】 

事務局： 

資料４の工事の実施状況等について説明致します。 

１ページは、海上ヤード、Ａ護岸、Ｎ-１護岸、Ｎ-２護岸、Ｎ-８護岸及びＮ-９護岸の施工

状況を示しています。 

２ページは、最新の状況等について上空からの写真を示しています。 

３から１０ページは、ジュゴンの生息状況等についてです。 

４ページは、ジュゴン監視・警戒システム等による調査の実施状況について示しています。

この調査結果を次のページ以降に示します。 

５から７ページは、令和７年６月１日以降のジュゴンの確認状況をまとめています。６月

１日から８月３１日までの間には、ジュゴンのものである可能性の高い鳴音は検出されてい

ません。また、ジュゴンの姿や痕跡も確認されていません。 

８ページは、ヘリコプターによるジュゴンの生息確認調査について示しています。令和７

年７月から９月までの調査において、ジュゴンの姿は確認されませんでした。平成３１年３

月以降、令和７年９月まで、ジュゴンの姿は確認されていません。 

９ページは、海草藻場の利用状況調査について示しています。令和７年７月から９月の調

査において、食跡は発見されませんでした。平成３０年１２月以降、令和７年９月まで、食

跡は発見されていません。 

１０ページは、航空機によるジュゴンの生息状況調査について示しています。令和７年７

月から８月の夏季調査において、ジュゴンの姿は確認されませんでした。平成３１年１月以

降、令和７年８月まで、ジュゴンの姿は確認されていません。 

次に、１１から３０ページは、工事中における水の濁りについてです。 

１２ページは、濁りの影響の環境保全目標値を超過した場合の対応について記載していま

す。 

１３ページは、水の濁りの監視調査の結果を示しています。工事期間中、工事箇所の周囲、

サンゴ類及び海草藻場の分布域近隣、並びに河川の河口付近において、水の濁りを観測して

いるところ、Ｃ１の下層及びＭＹ-３で基準値を超過する水の濁りを観測しました。Ｃ１の下

層付近における基準値の超過は、当該地点の海底の底質がシルト・粘土主体であることを踏

まえ、潮流等による底質の巻き上げによるものであり、工事とは関連性のないものと考えら

れました。ＭＹ-３における基準値の超過は、工事による可能性があると判断されました。こ

の考察は後ほどご説明します。 

１４から２３ページは、監視調査で得られたデータの詳細を表で整理したものです。 

２４ページには、工事による影響と考えられたケースを示しています。令和７年８月２６

日にＭＹ-３において、基準値を超過する濁りを観測しました。基準値を超過したＭＹ-３の
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周辺では、海上ヤードにおいて、基礎捨石の投入が行われていました。 

基準値の超過時の状況等について説明します。 

基準値の超過が確認された地点は、下層においてＳＳが高い状況でした。各調査地点にお

けるＳＳの鉛直測定結果を巻末資料１に収録しています。当日はキャンプ・シュワブ及び汀

間において、降雨は観測されていません。濁りが工事によるものか判断するため、第１８回

委員会で提示した環境影響の判断に係る確認・対応フローに従い、追跡調査①及び追跡調査

②を実施したところ、以下に示すとおり、追跡調査①において、工事箇所に近い地点で、高

いＳＳが観測されました。このような状況を踏まえ、基準値の超過は、工事による可能性が

あると考えられました。なお、基準値の超過の要因と考えられた基礎捨石の投入については、

追跡調査①の実施時点で、その日に予定していた作業は完了していました。緊急対策として、

施工箇所や海象状況等に留意し、基礎捨石の投入の施工を調整し、８月２７日、再測定を実

施したところ、基準値の超過は確認されなかったことから、工事による影響は解消されたと

判断し、工事を再開しました。 

２５から３０ページは、各監視調査地点における水の濁りと塩分の推移を示しています。 

次に、３１から３４ページは今後の濁り監視の対応についてです。 

３２ページです。 

水の濁りの監視調査については、これまで、委員会の指導・助言を踏まえ、調査地点・範

囲、調査時期・期間、調査方法、環境影響の程度が著しいと判断される状況に係る確認・対応

の方法等を定めた「工事中における事後調査及び環境監視調査の計画」に基づいて、適切に

実施してきたところです。この計画は、委員会の指導・助言をいただきながら作成し、第５

回委員会において報告しています。 

今般、従前の濁り監視調査の結果等を踏まえ、今後の工事の進捗に向けた監視調査体制の

見直しを検討しているところであり、今回は、そのうち濁り監視調査地点の変更について報

告します。 

工事中における事後調査及び環境監視調査の計画において示した濁り監視調査地点の設定

の考え方は、以下のとおりであり、詳細は第５回委員会でお示ししています。 

工事箇所の周囲の調査地点のうち、汚濁防止膜の外側もしくはその開口部の外側の地点は、

「サンゴ類や海草藻場の主たる分布域における濁りがＳＳ２ｍｇ／Ｌを超える原因となる高

濃度の濁りが発生していないかどうか」を確認するものであり、「工事の進捗に応じて変更」

する。また、代替施設本体の工事を実施する際に発生する濁りについて、「環境影響の判断は

汚濁防止膜の外側の地点における調査結果をもとに行うこと」とし、「工事箇所周囲の調査地

点は、汚濁防止膜もしくはその開口部となる位置から１００ｍの範囲内に設定する」ことと

しておりました。 

このページの左下に、第５回委員会でお示しした調査地点の設定の考え方に係る表を改め

て掲載しています。 

現行の濁り監視調査地点は、これらの考え方に基づき設定し、令和６年１２月２８日から、

ページ右下の図の配置を参考に調査を実施しています。 

３３ページです。 
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現行の調査地点におけるこれまでの調査結果等を踏まえ、現行の工事箇所の周囲の調査地

点のうち、汚濁防止膜もしくはその開口部の外側に配置しているＯ地点について、状況を整

理しました。整理結果の要点は、以下に記載したとおりです。これから、整理結果の詳細を

まとめた巻末資料２から１０の内容をご説明致します。 

まず、巻末資料２をご覧ください。調査地点における底質のＳＰＳＳと海底面上１ｍの換

算ＳＳ値の関係についてまとめたものですが、これをみると、ＳＰＳＳ値が高いほど換算Ｓ

Ｓ値も高い値が見られる傾向にあり、現行の調査地点が底質の巻き上げの影響を受けている

ことがうかがえました。 

巻末資料３をご覧ください。底質の巻き上げ等の自然由来の濁りの傾向を確認するため、

ＳＣＰ船による地盤改良工事が行われていない期間に、工事箇所の周囲のＯ-２及びＯ-５に

おいて、海底面上１メートルの下層に機器を設置して水質等の連続観測を実施しました。そ

の結果、下層では、湾奥側もしくは湾口側からの往復の流れに伴ってＳＳが変化していると

考えられ、いずれの地点も、湾奥側で発生した自然由来の濁りの影響を受けている可能性が

考えられました。 

巻末資料４をご覧ください。これは、連続観測結果から推察されるＯ-２及びＯ-５の下層

における流れの変化に伴うＳＳの変化の状況を、大浦湾の地図上へ模式的に示したものです。 

巻末資料５をご覧ください。これは、令和７年１月から７月までに観測された各調査地点

のＳＰＳＳの最大値を示したものです。ハビタットマップで泥地とされる地点に設定してい

るすべての調査地点では、ＳＰＳＳ値が高く、海底に浮泥が堆積していることが推測されま

した。 

巻末資料６をご覧ください。これは、海底面上１ｍの換算ＳＳ値の分布と地点位置の関係

をまとめた資料であり、Ｏ-５及びＯ-６のＳＰＳＳ値は、それぞれ２１１ｋｇ/㎥、５５ｋｇ

/㎥であり、湾奥側のほかの調査地点と比べると低いものの、工事の影響を受けていない施工

開始前の調査においても換算ＳＳ値はやや高い傾向にあることから、当該地点ではなく湾奥

側で生じた底質の巻き上げによる濁りの影響を受けていると考えられました。 

巻末資料７をご覧ください。これは、湾口部のＯ-６において、施工開始前に、基準値を超

過する濁りが確認された状況を示した資料です。ページ右上のグラフのとおり、換算ＳＳ値

は水深３５ｍ付近から２ｍｇ／Ｌを超え、水深４２ｍ以深の層では５ｍｇ／Ｌを超過する状

況がみられました。この測定実施時間帯は工事の施工開始前ですので、自然由来で発生した

濁りの拡散を捉えたものとなります。 

巻末資料８をご覧ください。各調査地点における水深層ごとの換算ＳＳ値の分布状況をま

とめた資料であり、これらをみると、Ｏ-１からＯ-４については、海底面付近で高い濁りが

観測される傾向がみられましたが、Ｏ-５及びＯ-６では高い濁りが観測される層が海底面付

近よりもやや上層である傾向がみられました。このことも、Ｏ-５、Ｏ-６の両地点が湾奥側

で生じた底質の巻き上げによる濁りの影響を受けていることを裏づけています。なお、巻末

資料８の最後にＣ１の状況を収録していますが、水深２０ｍ以深で換算ＳＳ値が高くなる傾

向がうかがえる結果となっています。 

巻末資料９をご覧ください。大浦湾におけるハビタットマップと現行の濁り監視調査地点



24

の設定位置を示すとともに、これまでご説明した巻末資料の内容から、各調査地点の状況の

うち３点を、箇条書きで記しています。本編の３３ページに示したとおり、底質が泥地もし

くはその周辺である現行のＯ地点は、湾奥側で発生した濁りの影響を受けやすい地点である

ことが、令和６年１２月２８日以降の調査結果の蓄積により判明しました。

巻末資料１０をご覧ください。これは、工事用船舶の往来状況と監視調査地点の関係をま

とめた資料です。左下の図は、工事用船舶の位置及び主要な航行動線と、汚濁防止膜の外側

に配置しているＯ地点を重ね合わせた図に、濁り監視調査の調査員に対して実施した聞き取

り結果を併せて示したものです。

複数の地点において、工事用船舶との接触のおそれがあり、それを回避するため濁り

監視の調査船が退避した事例が確認されたことなどを示しています。

以上で巻末資料のご説明は一旦終了し、本編の３３ページに戻ります。

このページの最後の丸印をご覧ください。これまでご説明したことを踏まえ、現行のＯ地

点は、「サンゴ類や海草藻場の主たる分布域における濁りが２ｍｇ／Ｌを超える原因となる高

濃度の濁りが発生していないかどうか」を確認するために設定した地点であるものの、これ

までの調査結果の分析等により、自然由来の濁りの影響を受けていることなどが判明したこ

とから、確認された濁りが工事による影響であるかどうかをより迅速、適切に判断できるよ

う、Ｏ地点を再設定することとしました。

３４ページです。

再設定に当たっての考え方は以下のとおりです。

О地点は、サンゴ類や海草藻場の主たる分布域における濁りがＳＳ２ｍｇ／Ｌを超える原

因となる高濃度の濁りが発生していないかどうかを確認することが可能な地点を選定します。

これは、工事中における事後調査及び環境監視調査の計画の考え方と同じです。

現行のО地点付近の海底の多くは泥地であり、主に湾奥側で生じた底質の巻き上げによる

自然由来の濁りの影響を受けやすい状況です。そのため、今後は、できる限り自然由来の濁

りの影響を受けず、確認された濁りが工事による影響であるかどうかをより迅速かつ適切に

判断できる調査地点を選定することを基本とします。これは、工事中における事後調査及び

環境監視調査の計画において、工事箇所周囲の調査地点を汚濁防止膜もしくはその開口部と

なる位置から１００ｍの範囲内に設定するものとしていたところを、その後に得られた調査

結果等を踏まえ、より適正なものになるよう見直すものです。

また、施行区域内においては、工事の進捗に伴い、今後更に工事用船舶の往来が活発化す

ると予想されるところ、これまでの濁り監視調査においても調査船が退避等をしたケースが

みられていることから、調査地点の設定に当たっては、船舶事故の防止等の安全上の観点か

ら、工事用船舶の往来や調査の実施に支障のない地点を選定します。工事中における事後調

査及び環境監視調査の計画においては、汚濁防止膜の内側の調査地点の設定に際して、工事

用船舶の稼働状況に十分留意することを求める記載がありましたが、今般、工事箇所周囲の

調査地点の設定に際しても同様に留意することとしたものであり、工事中における事後調査

及び環境監視調査の計画の考え方を一部見直すものと考えています。

なお、再設定後のО地点における環境影響の判断に係る基準値は、従来どおりＳＳ４．７
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ｍｇ／Ｌとしますが、調査地点の位置が移植したサンゴ類の移植先近隣となる場合には、移

植・移築対象サンゴ類に対するこれまでの実績を踏まえ、基準値をＳＳ２．７ｍｇ／Ｌとし

ます。具体的には、巻末資料１１に示すとおり、移植・移築対象サンゴ類の「移植・移築前」

において、大浦湾内の海上工事を実施する際には、同サンゴ類の生息箇所付近に、基準値を

ＳＳ２．７ｍｇ／Ｌとする工事箇所周囲の監視調査地点を設定して、同サンゴ類にこれを超

える濁りの影響が及ばないように監視していた実績があります。このことを踏まえ、Ｏ-８に

ついては、工事箇所周囲の調査地点ではありますが、Ｓ４地区に移植した小型サンゴ類の生

息環境を適切に保全するため、基準値をＳＳ２．７ｍｇ／Ｌとします。 

これらの考え方に拠って検討した、Ｏ地点の再設定案をページ左下の図に示しています。

また、再設定を検討した濁り監視調査地点の概要について、ページ右下の表に収録していま

す。 

次に、３５から４０ページは今後の工事の実施内容についてです。 

３６ページは、Ｎ-８護岸及びＮ-９護岸を用いた揚土等について示しています。 

現在、北部地区等よりガット船等による海上運搬を行い、ランプウェイ台船に積み替え、

Ｎ-１揚土場、Ｎ-２揚土場及びＫ-９護岸から埋立土砂の揚土を行っているところ、今後、Ｎ

-８護岸及びＮ-９護岸を用いた揚土も行う考えです。その際、Ｎ-１揚土場、Ｎ-２揚土場及

びＫ-９護岸からの搬入同様、水深の浅い海域での底質の巻き上げを防止するため、ランプウ

ェイ台船の接岸に際してはワイヤーロープをウィンチで巻き上げて接岸し、離岸に際しては

浅海域外の引船により沖合側に引き出すこととします。 

また、埋立区域③-３及び③-４の埋立てにおいては、施工の効率化のため、Ｎ-１揚土場、

Ｎ-２揚土場、Ｎ-８護岸又はＮ-９護岸に接岸したリクレーマ船による揚土、埋立てを行う考

えです。その際、先ほど述べたのと同様、リクレーマ船の接岸に際してはワイヤーロープを

ウィンチで巻き上げて接岸し、離岸に際しては浅海域外の引船により沖合側に引き出すこと

とします。 

３７ページは、中仕切護岸の石材の海上搬入について示しています。 

中仕切護岸の基礎捨石に使用する石材については、変更後の環境保全図書の記載に基づき、

これまで陸上輸送により搬入してきたところ、今後、施工の効率化のため、その一部を海上

輸送により搬入することとし、ガット船等を用いて海上運搬し、ランプウェイ台船に積み替

え、Ｎ-１揚土場、Ｎ-２揚土場、Ｎ-８護岸及びＮ-９護岸から搬入する考えです。なお、変更

後の環境保全図書においては、石材の搬入方法について、海上及び陸上輸送により搬入する

とした上で、中仕切護岸の石材については陸上輸送により調達する計画を示していますが、

その一部を海上輸送しても、環境負荷は同図書のピーク時における予測値を超えないことを

確認しています。この点の検討結果は後ほどご説明します。 

３８ページは、埋立区域②における埋立土砂の仮置きについて示しています。 

現在、変更後の環境保全図書の記載に基づいて、埋立区域②における埋立土砂の仮置きを

実施しているところ、今後、施工の効率化のため、一部の仮置土範囲については、引き続き

ＥＬ＝１４．７ｍを超えて仮置きを実施する考えです。 

その際、裸地となる部分は、速やかに転圧を行い、粉じん発生の防止に努めるほか、必要
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に応じてシートによる防塵、散水等の発生源対策を行います。 

また、赤土等流出防止対策として、土工事中は締固めや浸食防止剤散布などの流出防止対

策を行い、裸地面で発生する濁水は調整池に貯留し、濁水処理プラントでＳＳ＝２５ｍｇ/Ｌ

以下に処理を行った後に排水します。 

３９ページと４０ページは、環境負荷の検討結果について示しています。 

今回報告した、Ｎ-８護岸及びＮ-９護岸を用いた揚土、埋立区域③－３及び③－４におけ

るリクレーマ船による揚土、埋立て、中仕切護岸の石材の海上搬入並びに埋立区域②におけ

る埋立土砂の仮置きで稼働する建設機械等を踏まえた環境負荷について、項目ごとの検討を

行いました。 

粉じん等を含む大気質についてです。施工区域における、現時点の建設機械等の稼働に基

づく大気汚染物質の排出量に、上記各工事を実施した場合の大気汚染物質の排出量を加えた

検討結果は右の表のとおりです。 

検討の結果、大気汚染物質の総排出量は、今後稼働する建設機械等を踏まえても、変更後

の環境保全図書のピーク時における大気汚染物質の総排出量の８０％程度です。なお、粉じ

ん等については、上記各工事の実施を踏まえても、同図書における予測濃度が最大となる予

測対象時期の造成面積及びユニット数を超えないことから、上記各工事を踏まえた予測濃度

は、前回委員会で報告した、日曜及び祝日の工事実施に伴い発生する粉じん等の予測濃度と

変わりません。 

次に騒音についてです。今後実施する上記各工事で稼働する建設機械等を踏まえた上で合

成し、予測地点における騒音レベルを計算したところ、５０、５５ｄＢとなり、変更後の環

境保全図書のピーク時における予測値である５７から６０ｄＢを超えません。 

次に振動についてです。今後実施する上記各工事で稼働する建設機械等を踏まえた上で合

成し、予測地点における振動レベルを計算したところ、計算結果は負の値となり、変更後の

環境保全図書のピーク時における予測値５０から５１ｄＢを超えません。 

次に水中音についてです。今回報告した、Ｎ-８護岸及びＮ-９護岸を用いた揚土、埋立区

域③－３及び③－４におけるリクレーマ船による揚土、埋立て、中仕切護岸の石材の海上搬

入並びに埋立区域②における埋立土砂の仮置きで稼働する建設機械等を踏まえた水中音につ

いて、計算したところ、合成音圧レベルは１９７ｄＢとなり、変更後の環境保全図書のピー

ク時における合成音圧レベル２２４ｄＢを超えません。 

次に、水の濁りについてです。上記各工事については、陸域、水域ともに水の濁りが発生

する工事ではないため、変更後の環境保全図書のピーク時における予測値を超えることはあ

りません。なお、降雨によりランプウェイ台船上で発生した濁水は、ポンプにより濁水処理

プラントへ送水し、変更後の環境保全図書において陸上工事の際に実施することとしている

濁水処理と同様、ＳＳ＝２５ｍｇ/Ｌ以下に処理を行った後に排水するとともに、ガット船等

からランプウェイ台船等へ岩ズリや石材を積み替える際は、シートを設置し、海域へ流出し

ないよう配慮します。 

以上です。 
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委員長： 

はい、ご説明ありがとうございました。 

それでは内容は少し多岐に渡りますが、どの箇所についてでも結構ですので、ご質問、コ

メント等ございましたら、よろしくお願い致します。 

内容的には毎回ご説明いただいている写真等を使った最新の状況、それからジュゴンの監

視の結果、濁りの監視の結果、さらに濁りの監視地点の変更をしたいということ、それから

今後の工事の実施についてと内容が分かれています。いかがでしょうか。 

はい、委員どうぞ。 

 

委員： 

２４ページの基準値を超過した濁りの考察のところについて、よろしいでしょうか。 

緊急対策として施工を調整するという対策が取られていますが、今後の工事を勘案すると、

やはり対策が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員長： 

事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

濁りの拡散の低減については、現在、実施している汚濁防止枠の設置方法の改善等につい

て、中長期的な対応を含めて検討を進めているところです。  

 

委員： 

分かりました。 

 

委員長： 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

この議事の中では濁りの監視地点を従来の監視地点から移動する計画についての説明があ

りました。その点についてもご異議ないということでしょうか。 

ＷＥＢで参加の委員の方からは特にご質問ございませんでしょうか。 

今回濁りの監視地点を移動するにあたっては、巻末資料の方でもご説明いただきましたが、

かなり詳しい連続調査もしていただいて、元々の場所の濁りの発生が、水の潮流の移動によ

ってかなり生じているらしく、海底が非常に柔らかいＳＰＳＳの値の高い場所と一致してい

るということです。今の場所ですと、そういった自然の濁りを感知してしまうので、適切に

工事による濁りの判定ができない。併せて、工事用船舶の往来が激しいところと重なってい

るという安全上の問題があるということで、濁りの監視地点を移すという計画をご説明いた

だきました。ＷＥＢで参加の委員の方もよろしいでしょうか。 

では、この４番目の議事について、特段、指導・助言にあたるようなご指摘はなかったと
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思いますので、本委員会からの指導助言事項はなしとさせていただければと思います。よろ

しいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、これで本日の議事はすべて終わりとなりますが、全体を通して確認等あればお

願いします。よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

事務局： 

本日は、長時間のご議論ありがとうございました。 

以上をもちまして、第５６回普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会を終

了します。ありがとうございました。 

 

以上 




